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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第４区分
【発行日】平成21年4月9日(2009.4.9)

【公開番号】特開2008-152921(P2008-152921A)
【公開日】平成20年7月3日(2008.7.3)
【年通号数】公開・登録公報2008-026
【出願番号】特願2008-67340(P2008-67340)
【国際特許分類】
   Ｇ１１Ｂ  21/10     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ１１Ｂ  21/10    　　　Ｆ

【手続補正書】
【提出日】平成21年2月24日(2009.2.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録領域と非記録領域とを有するパターンによって基材の少なくとも一面におけるサー
ボパターン領域にサーボパターンが形成されると共に、当該一面のデータ記録領域に複数
のデータ記録トラックが所定のトラックピッチで形成されてデータトラックパターンが形
成された磁気記録媒体と、当該磁気記録媒体における前記サーボパターン領域からトラッ
キングサーボ制御用の制御信号を読み取る磁気ヘッドと、当該磁気ヘッドを介して読み取
られた前記制御信号に基づいて前記トラッキングサーボ制御を実行する制御部とを備え、
　前記サーボパターン領域のバーストパターン領域には、前記基材の回転方向に沿ってＭ
組（Ｍは２以上の自然数）のバーストパターンが形成され、
　前記各バーストパターンは、前記データトラックパターンにおける中心からの距離が相
違すると共に前記基材の半径方向に沿った長さが等しい２種類のバースト信号単位部を備
え、かつ、当該半径方向に沿った長さが（２・Ｍ／Ｎ）・トラックピッチ（Ｎは３以上の
自然数）であってその半径方向側における両端が当該各バーストパターンの当該半径方向
における中心とは一致しない所定範囲内において、当該各バーストパターンの当該半径方
向における中心が当該半径方向において（１／Ｎ）・トラックピッチの間隔で（２・Ｍ）
個存在するように形成されると共に、前記磁気ヘッドにおける再生ヘッド幅をＷｒとし、
前記各バースト信号単位部における前記半径方向に沿った長さをＢＷとし、前記トラック
ピッチをＴｐとしたときに、
（１－Ｍ）・Ｔｐ／Ｎ＋ＢＷ≦Ｗｒ≦（３・Ｍ－１）・Ｔｐ／Ｎ－ＢＷ
の条件を満たすように形成され、
　前記２種類のバースト信号単位部は、当該一方のバースト信号単位部と当該他方のバー
スト信号単位部とが前記回転方向において重ならず、かつ同種の当該バースト信号単位部
の前記半径方向における中心が（２・Ｍ／Ｎ）・トラックピッチだけ当該半径方向におい
て離間するように前記記録領域でそれぞれ構成されると共に、前記一方のバースト信号単
位部の前記半径方向における中心と前記他方のバースト信号単位部の前記半径方向におけ
る中心とが（Ｍ／Ｎ）・トラックピッチだけ当該半径方向において離間し、かつ前記基材
の内周側領域から外周側領域までの各領域のうちの少なくとも一部分において前記一方の
バースト信号単位部における前記半径方向側の両端部のうちの前記他方のバースト信号単
位部側の端部を含む端部領域と当該他方のバースト信号単位部における前記半径方向側の
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両端部のうちの当該一方のバースト信号単位部側の端部を含む端部領域とが前記半径方向
において重なり合うように形成されると共に、当該一方のバースト信号単位部における前
記端部領域と当該他方のバースト信号単位部における前記端部領域とが前記半径方向にお
いて重なり合っている長さをＢＲＷとしたときに、
ＢＲＷ≦Ｗｒ－Ｔｐ／Ｎ
の条件を満たすように形成されている記録再生装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】記録再生装置
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、記録領域および非記録領域を有するパターンによってバーストパターンが形
成された磁気記録媒体を備えた記録再生装置に関するものである。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
　この種の記録再生装置として、記録トラックパターンおよびサーボパターンが凹凸パタ
ーンによって形成された磁気ディスクを備えた磁気ディスク装置が特開平６－１１１５０
２号公報に開示されている。この場合、この磁気ディスク装置に搭載されている磁気ディ
スクでは、ディスク基板上の磁性層に形成された凹凸パターンによって記録トラックパタ
ーンおよびサーボパターンが形成されている。具体的には、図２２に示すように、従来の
磁気ディスク（以下、「磁気ディスク１０ｘ１」ともいう）は、その回転方向（同図に示
す矢印Ｒの向き）に沿って帯状に形成された複数のトラックパターンＰｗ，Ｐｗ・・と、
サーボパターン領域に形成されたサーボパターンＰｓ１，Ｐｓ２・・とが上記の凹凸パタ
ーンによって形成されている。なお、同図および後に参照する図２３に図示した磁気ディ
スク１０ｘ１，１０ｘ２において、斜線で塗り潰した領域は、凹凸パターンにおける凸部
（記録領域）の形成領域を表し、白色の領域は、凹凸パターンにおける凹部（非記録領域
）の形成領域を表している。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　ところが、従来の磁気ディスク装置における磁気ディスク１０ｘ１，１０ｘ２には、以
下の問題点がある。すなわち、今日の磁気ディスクには、高密度記録を可能とするために
、データ記録トラックのトラック密度を高める必要が生じており、これに伴って一層高精
度なトラッキングサーボ制御が必要となっている。具体的には、磁気ヘッドの下方をバー
ストパターンが通過した際に、そのバーストパターンに対応して磁気ヘッドから出力され
る出力信号に基づくＰＥＳ（Position Error Signal ）による磁気ヘッドの位置検出が困



(3) JP 2008-152921 A5 2009.4.9

難となる帯域（半径方向の幅をもつ帯域：以下「不感帯」ともいう）が生じる事態を回避
（抑制）する必要が生じており、ＰＥＳによって磁気ヘッドの位置を検出し得る幅（半径
方向の長さ：以下「検出可能帯域」ともいう）に対する要求が高密度記録化に伴って徐々
に厳しくなってきている。この場合、例えばノイズ等の影響によって磁気ヘッドから出力
される出力信号に変動が生じる状況では、上記の検出可能帯域が一層狭くなることがある
。かかる場合には、従来の磁気ディスク１０ｘ１，１０ｘ２を含む磁気記録媒体において
検出可能帯域が一層狭くなり、不感帯が生じるおそれがある。このため、この種の磁気記
録媒体を備えた記録再生装置には、高密度記録化に伴って正確なトラッキングサーボ制御
が困難になるおそれがある。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明は、かかる問題点に鑑みてなされたものであり、サーボパターン等についての設
計の自由度を高めつつサイドリード現象の発生を回避すると共に検出可能帯域を十分に拡
げ得る磁気記録媒体を備えた記録再生装置を提供することを主目的とする。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　上記目的を達成すべく本発明に係る記録再生装置は、記録領域と非記録領域とを有する
パターンによって基材の少なくとも一面におけるサーボパターン領域にサーボパターンが
形成されると共に、当該一面のデータ記録領域に複数のデータ記録トラックが所定のトラ
ックピッチで形成されてデータトラックパターンが形成された磁気記録媒体と、当該磁気
記録媒体における前記サーボパターン領域からトラッキングサーボ制御用の制御信号を読
み取る磁気ヘッドと、当該磁気ヘッドを介して読み取られた前記制御信号に基づいて前記
トラッキングサーボ制御を実行する制御部とを備え、前記サーボパターン領域のバースト
パターン領域には、前記基材の回転方向に沿ってＭ組（Ｍは２以上の自然数）のバースト
パターンが形成され、前記各バーストパターンは、前記データトラックパターンにおける
中心からの距離が相違すると共に前記基材の半径方向に沿った長さが等しい２種類のバー
スト信号単位部を備え、かつ、当該半径方向に沿った長さが（２・Ｍ／Ｎ）・トラックピ
ッチ（Ｎは３以上の自然数）であってその半径方向側における両端が当該各バーストパタ
ーンの当該半径方向における中心とは一致しない所定範囲内において、当該各バーストパ
ターンの当該半径方向における中心が当該半径方向において（１／Ｎ）・トラックピッチ
の間隔で（２・Ｍ）個存在するように形成されると共に、前記磁気ヘッドにおける再生ヘ
ッド幅をＷｒとし、前記各バースト信号単位部における前記半径方向に沿った長さをＢＷ
とし、前記トラックピッチをＴｐとしたときに、「（１－Ｍ）・Ｔｐ／Ｎ＋ＢＷ≦Ｗｒ≦
（３・Ｍ－１）・Ｔｐ／Ｎ－ＢＷ」の条件を満たすように形成され、前記２種類のバース
ト信号単位部は、当該一方のバースト信号単位部と当該他方のバースト信号単位部とが前
記回転方向において重ならず、かつ同種の当該バースト信号単位部の前記半径方向におけ
る中心が（２・Ｍ／Ｎ）・トラックピッチだけ当該半径方向において離間するように前記
記録領域でそれぞれ構成されると共に、前記一方のバースト信号単位部の前記半径方向に
おける中心と前記他方のバースト信号単位部の前記半径方向における中心とが（Ｍ／Ｎ）
・トラックピッチだけ当該半径方向において離間し、かつ前記基材の内周側領域から外周
側領域までの各領域のうちの少なくとも一部分において前記一方のバースト信号単位部に
おける前記半径方向側の両端部のうちの前記他方のバースト信号単位部側の端部を含む端
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部領域と当該他方のバースト信号単位部における前記半径方向側の両端部のうちの当該一
方のバースト信号単位部側の端部を含む端部領域とが前記半径方向において重なり合うよ
うに形成されると共に、当該一方のバースト信号単位部における前記端部領域と当該他方
のバースト信号単位部における前記端部領域とが前記半径方向において重なり合っている
長さをＢＲＷとしたときに、「ＢＲＷ≦Ｗｒ－Ｔｐ／Ｎ」の条件を満たすように形成され
ている。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　なお、本明細書における記録領域とは、記録された磁気的信号を読み出し可能に保持す
るように構成された領域（つまり磁気的信号を読み出し可能に保持する能力を有するよう
に構成された領域）を意味する。また、本明細書における非記録領域とは、磁気的信号を
読み出し可能に保持する上記の能力が記録領域の能力よりも低くなるように構成された領
域、または、その能力を実質的に有しないように構成された領域を意味する。具体的には
、本明細書における非記録領域とは、磁気的信号を記録した状態において、その領域から
発生する磁界が記録領域よりも小さい領域、または、その領域から発生する磁界が実質的
には存在しない領域を意味する。さらに、本明細書では、例えば、「２にＭを乗じた値」
を「２・Ｍ」と表記すると共に、「１をＮで除した値」を「１／Ｎ」と表記する。また、
本明細書における「磁気ヘッドにおける再生ヘッド幅」は、磁気ヘッドにおける再生用素
子（ＭＲ素子等）の磁気記録媒体との対向面における幅方向（磁気記録媒体における半径
方向に対応する向き）の長さとする。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１４】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　本発明に係る記録再生装置によれば、記録領域で構成された２種類のバースト信号単位
部を有するバーストパターンを基材の回転方向に沿ってＭ組形成すると共に、基材の内周
側領域から外周側領域までの各領域のうちの少なくとも一部分において、一方のバースト
信号単位部における半径方向側の両端部のうちの他方のバースト信号単位部側の端部を含
む端部領域と他方のバースト信号単位部における半径方向側の両端部のうちの一方のバー
スト信号単位部側の端部を含む端部領域とが半径方向において重なり合うように各バース
ト信号単位部を形成した磁気記録媒体を備えたことにより、ＰＥＳに基づく磁気ヘッドの
位置検出についての検出可能帯域を十分に拡げることができる結果、バーストパターンに
対応して磁気ヘッドから出力される出力信号にノイズ等に起因する変動が生じたとしても
、磁気ヘッドの位置ずれを確実に検出して正確なトラッキングサーボ制御の実行を可能と
することができる。また、１組のバーストパターンしか存在しない磁気ディスク１０ｘ１
を備えた従来の磁気ディスク装置とは異なり、磁気ヘッドにおける再生用素子の幅とトラ
ックピッチとを一致させる必要がないため、データトラックパターンおよびサーボパター
ンについての設計の自由度を高めることができる。また、磁気ディスク１０ｘ２を備えた
従来の磁気ディスク装置とは異なり、再生用素子の幅をトラックピッチよりも広くする必
要がないため、サイドリード現象の発生を十分に抑制することができる。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　以下、添付図面を参照して、本発明に係る記録再生装置の最良の形態について説明する
。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
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　図１に示すハードディスクドライブ１は、記録再生装置の一例であって、モータ２、磁
気ヘッド３、検出部４、ドライバ５、制御部６、記憶部７および磁気ディスク１０Ａ（１
０Ｂ）を備えて各種データの記録再生が可能に構成されている。モータ２は、制御部６の
制御に従って磁気ディスク１０Ａ（１０Ｂ）を一例として４２００ｒｐｍの回転数で定速
回転させる。磁気ヘッド３は、スイングアーム３ａを介してアクチュエータ３ｂに取り付
けられて磁気ディスク１０Ａ（１０Ｂ）に対する記録データの記録再生時においてアクチ
ュエータ３ｂによって磁気ディスク１０Ａ（１０Ｂ）上を移動させられる。また、磁気ヘ
ッド３は、磁気ディスク１０Ａのサーボパターン領域Ａｓａ（図４参照）、または、磁気
ディスク１０Ｂのサーボパターン領域Ａｓｂ（図１６参照）からのサーボデータの読み出
しと、データ記録領域Ａｔ（図４，１６参照）に対する記録データの磁気的な書き込みと
、データ記録領域Ａｔに磁気的に書き込まれている記録データの読み出しとを実行する。
なお、磁気ヘッド３は、実際には磁気ディスク１０Ａ（１０Ｂ）に対して磁気ヘッド３を
浮上させるためのスライダの底面（エアベアリング面）に再生用素子Ｒａ（図５参照）ま
たは再生用素子Ｒｂ（図１７参照）や、記録用素子（図示せず）が形成されて構成されて
いるが、スライダおよび記録用素子等についての説明および図示を省略する。この場合、
上記の再生用素子Ｒａ（Ｒｂ）における磁気ディスク１０Ａ（１０Ｂ）との対向面におけ
る幅方向（磁気ディスク１０Ａ（１０Ｂ）における半径方向に対応する向き）の幅Ｗｒに
ついては、後述する所定の条件を満たすように規定されている。また、アクチュエータ３
ｂは、制御部６の制御下でドライバ５から供給される駆動電流によってスイングアーム３
ａをスイングさせることにより、磁気ヘッド３を磁気ディスク１０Ａ（１０Ｂ）上の任意
の記録再生位置（任意のトラック）に移動させる。
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　一方、磁気ディスク１０Ａは、磁気記録媒体の一例であって、前述したモータ２や磁気
ヘッド３などと共にハードディスクドライブ１の筐体内に配設されている。この磁気ディ
スク１０Ａは、垂直記録方式による記録データの記録が可能なディスクリートトラック型
の磁気ディスク（パターンド媒体）であって、図２に示すように、軟磁性層１２、中間層
１３および磁性層１４がガラス基材１１の上にこの順で形成されている。この場合、磁性
層１４は、突端部（磁気ディスク１０Ａの表面側：同図における上端部）から基端部（同
図における下端部）までの全体が磁性材料で形成された凸部４０ａ，４０ａ・・と、凸部
４０ａ，４０ａ・・間の凹部４０ｂ，４０ｂ・・とが形成されて凹凸パターン４０を構成
する。また、凹部４０ｂ，４０ｂ・・には、ＳｉＯ２等の非磁性材料１５が埋め込まれて
磁気ディスク１０Ａの表面が平坦化されている。なお、この磁気ディスク１０Ａでは、凸
部４０ａの形成領域が記録領域に相当し、凹部４０ｂの形成領域（非磁性材料１５が埋め
込まれた領域）が非記録領域に相当する。さらに、凹部４０ｂ，４０ｂ・・に埋め込まれ
た非磁性材料１５、および磁性層１４（凸部４０ａ）の表面には、ダイヤモンドライクカ
ーボン（ＤＬＣ）等によって厚みが２ｎｍ程度の保護層１６（ＤＬＣ膜）が形成されてい
る。また、保護層１６の表面には、磁気ヘッド３および磁気ディスク１０Ａの双方の傷付
きを回避するための潤滑剤（一例として、フォンブリン系の潤滑剤）が塗布されている。
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　また、図４に示すように、データ記録領域Ａｔには、データトラックパターン４０ｔが
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形成されている。なお、同図および後に参照する図５，１６，１７において、斜線で塗り
潰した領域は、凹凸パターン４０における凸部４０ａの形成領域（記録領域）を表し、白
色の領域は、凹凸パターン４０における凹部４０ｂの形成領域（非記録領域）を表してい
る。この場合、図５に示すように、データトラックパターン４０ｔは、中心Ｏ（図３参照
）を中心とする同心円状、または、螺旋状の多数の凸部４０ａ，４０ａ・・（データ記録
トラック）と、各凸部４０ａ，４０ａ・・の間の凹部４０ｂ，４０ｂ・・（トラック間凹
部）とで構成されている。なお、磁気ディスク１０Ａの回転中心とデータトラックパター
ン４０ｔの中心Ｏ（トラックパターン中心）とが一致しているのが好ましいが、実際には
、磁気ディスク１０Ａの回転中心とデータトラックパターン４０ｔの中心Ｏとの間に製造
誤差に起因する３０～５０μｍ程度の極く小さなずれが生じることがある。しかし、この
程度のずれ量であれば磁気ヘッド３に対するトラッキングサーボ制御が十分に可能で、回
転中心と中心Ｏとは、実質的には同様であるといえる。また、この磁気ディスク１０Ａの
データ記録領域Ａｔでは、一例として、凸部４０ａ（データ記録トラック）における磁気
ディスク１０Ａの半径方向に沿った長さと、凹部４０ｂにおける磁気ディスク１０Ａの半
径方向に沿った長さとが互いに等しい長さ（長さ比が１：１）となっている。さらに、こ
の磁気ディスク１０Ａでは、データ記録領域Ａｔに形成された凸部４０ａの半径方向に沿
った長さ、および凹部４０ｂの半径方向に沿った長さが、磁気ディスク１０Ａの内周側領
域から外周側領域までほぼ同一の長さに規定されている。
【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　また、図５に示すように、バーストパターン領域Ａｂａには、２組のバーストパターン
ＢＰ１ａ，ＢＰ２ａが形成されている（「Ｍ＝２」）。具体的には、第１バースト領域Ａ
ｂ１ａに形成された凹凸パターン４０と、第２バースト領域Ａｂ２ａに形成された凹凸パ
ターン４０とによってバーストパターンＢＰ１ａが構成されると共に、第３バースト領域
Ａｂ３ａに形成された凹凸パターン４０と、第４バースト領域Ａｂ４ａに形成された凹凸
パターン４０とによってバーストパターンＢＰ２ａが構成されている。また、バーストパ
ターン領域Ａｂａに形成された各凹部４０ｂ，４０ｂ・・は、それぞれバースト信号単位
部に相当し、磁気ディスク１０Ａの半径方向（同図における左右方向）に沿った長さＬ１
１（「ＢＷ」）が互いに等しくなるように形成されている。なお、同図では、理解を容易
とするために、第１バースト領域Ａｂ１ａ～第４バースト領域Ａｂ４ａの各バースト領域
毎に、回転方向に沿って３つの凹部４０ｂを並べて図示しているが、実際には、各バース
ト領域毎に、１０～３０個の凹部４０ｂ，４０ｂ・・が回転方向に沿って並んで形成され
ている。また、各バースト領域中に形成するパターンについては、回転方向に沿って複数
のバースト信号単位部を並べたパターンに限定されず、各バースト領域毎に回転方向に沿
って単一のバースト信号単位部（凹部４０ｂ）を形成してバーストパターンを構成するこ
ともできる。
【手続補正２３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　また、図５に示すように、この磁気ディスク１０Ａでは、中心Ｏからバースト信号単位
部（凹部４０ｂ）までの距離（一例として、中心Ｏとバースト信号単位部の半径方向にお
ける中心との間の距離）が第１バースト領域Ａｂ１ａ～第４バースト領域Ａｂ４ａの各バ
ースト領域毎に互いに相違するように凹凸パターン４０がバーストパターン領域Ａｂａに
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形成されてバーストパターンＢＰ１ａ，ＢＰ２ａが形成されている。さらに、この磁気デ
ィスク１０Ａでは、第１バースト領域Ａｂ１ａ～第４バースト領域Ａｂ４ａの各バースト
領域内における凹部４０ｂ，４０ｂ・・の半径方向に沿った形成ピッチ（各バースト領域
内における凹部４０ｂ，４０ｂ・・の半径方向における各中心の間の距離と等しい長さ：
同図に示す長さＬ１２）が互いに等しくなるように凹凸パターン４０がバーストパターン
領域Ａｂａに形成されている。この場合、この磁気ディスク１０Ａでは、上記の長さＬ１
２がトラックピッチＴｐに対する２倍の長さ（「（２・Ｍ／Ｎ）・トラックピッチ」にお
いて「Ｎ＝２」）となっている。
【手続補正２４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
　また、この磁気ディスク１０Ａでは、半径方向に沿った長さＬ１０がトラックピッチＴ
ｐに（２・Ｍ／Ｎ）を乗じた長さ（「（２・Ｍ／Ｎ）・トラックピッチ」：この例では、
トラックピッチＴｐの２倍の長さ）であってその半径方向側における両端（一点鎖線で示
す部位）が各バーストパターンＢＰ１ａ，ＢＰ２ａ・・の半径方向における中心Ｃ１ａ，
Ｃ２ａ・・とは一致しない範囲内（所定範囲内）において、各バーストパターンＢＰ１ａ
，ＢＰ２ａ・・の半径方向における中心Ｃ１ａ，Ｃ２ａ・・が、トラックピッチＴｐに対
する１／２の長さ（「（１／Ｎ）・トラックピッチ」）間隔で４個（「（２・Ｍ）個」）
だけ存在するように第１バースト領域Ａｂ１ａ～第４バースト領域Ａｂ４ａ内に凹部４０
ｂ，４０ｂ・・が形成されている。この場合、この磁気ディスク１０Ａでは、バーストパ
ターンＢＰ１ａの半径方向における中心Ｃ１ａがデータ記録トラック（データ記録領域Ａ
ｔに形成された凸部４０ａ）の半径方向における中心（トラック中心）と一致すると共に
（バーストパターンＢＰ１ａの中心Ｃ１ａとデータ記録トラックの中心との距離が「０」
）、バーストパターンＢＰ２ａの半径方向における中心Ｃ２ａとデータ記録トラックの半
径方向における中心との間の距離（長さＬ１５）がトラックピッチＴｐに対する１／２の
長さとなるように凹凸パターン４０がバーストパターン領域Ａｂａに形成されている。
【手続補正２５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
　また、バーストパターンＢＰ１ａ，ＢＰ１ａ・・は、第１バースト領域Ａｂ１ａに形成
された凹部４０ｂと、第２バースト領域Ａｂ２ａに形成された凹部４０ｂとが回転方向に
おいて凸部４０ａを介して互いに離間するように形成されている（一方のバースト信号単
位部と他方のバースト信号単位部とが回転方向において重ならないように形成された一例
）。さらに、バーストパターンＢＰ１ａ，ＢＰ１ａ・・は、第１バースト領域Ａｂ１ａに
形成された凹部４０ｂの半径方向における中心と、第２バースト領域Ａｂ２ａに形成され
た凹部４０ｂの半径方向における中心とがトラックピッチＴｐ（「（Ｍ／Ｎ）・トラック
ピッチ」）と等しい長さＬ１３だけ半径方向において離間している。また、バーストパタ
ーンＢＰ１ａ，ＢＰ１ａ・・は、第１バースト領域Ａｂ１ａに形成された凹部４０ｂおよ
び第２バースト領域Ａｂ２ａに形成された凹部４０ｂのそれぞれの半径方向側における両
端部のうちの対向する端部同士がトラックピッチＴｐ（「（Ｍ／Ｎ）・トラックピッチ」
）よりも狭い長さＬ１４だけ半径方向において凸部４０ａを介して離間している。この場
合、磁気記録媒体における内周側領域から外周側領域までの全域において第１バースト領
域Ａｂ１ａの凹部４０ｂと第２バースト領域Ａｂ２ａの凹部４０ｂとが半径方向において
長さＬ１４だけ離間している必要はなく、任意の領域のみ両凹部４０ｂ，４０ｂを半径方
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向において離間させる構成を採用することができる。また、上記の長さＬ１４を内周側領
域から外周側領域まで同一の長さに規定せずに、内周側領域から外周側領域までの各領域
毎に任意に異ならせることもできる。この場合、長さＬ１４が長いほどＰＥＳに基づく検
出可能帯域が拡がるため、例えば、磁気ディスク１０Ａにおける内周側において検出可能
帯域が狭いことに起因して正確なトラッキングサーボ制御が困難となるおそれがある場合
には、磁気ディスク１０Ａにおける外周側から内周側に向けて長さＬ１４を徐々に長くす
る構成を採用することができる。
【手続補正２６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
　また、バーストパターンＢＰ２ａ，ＢＰ２ａ・・は、第３バースト領域Ａｂ３ａに形成
された凹部４０ｂと、第４バースト領域Ａｂ４ａに形成された凹部４０ｂとが回転方向に
おいて凸部４０ａを介して互いに離間するように形成されている（一方のバースト信号単
位部と他方のバースト信号単位部とが回転方向において重ならないように形成された一例
）。さらに、バーストパターンＢＰ２ａ，ＢＰ２ａ・・は、第３バースト領域Ａｂ３ａに
形成された凹部４０ｂの半径方向における中心と、第４バースト領域Ａｂ４ａに形成され
た凹部４０ｂの半径方向における中心とがトラックピッチＴｐ（「（Ｍ／Ｎ）・トラック
ピッチ」）と等しい長さＬ１３だけ半径方向において離間している。また、バーストパタ
ーンＢＰ２ａ，ＢＰ２ａ・・は、第３バースト領域Ａｂ３ａに形成された凹部４０ｂおよ
び第４バースト領域Ａｂ４ａに形成された凹部４０ｂのそれぞれの半径方向側における両
端部のうちの対向する端部同士がトラックピッチＴｐ（「（Ｍ／Ｎ）・トラックピッチ」
）よりも狭い長さＬ１４だけ半径方向において凸部４０ａを介して離間している。
【手続補正２７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
　この場合、磁気記録媒体における内周側領域から外周側領域までの全域において第３バ
ースト領域Ａｂ３ａの凹部４０ｂと第４バースト領域Ａｂ４ａの凹部４０ｂとが半径方向
において長さＬ１４だけ離間している必要はなく、任意の領域のみ両凹部４０ｂ，４０ｂ
を半径方向において離間させる構成を採用することができる。また、上記の長さＬ１４を
内周側領域から外周側領域まで同一の長さに規定せずに、内周側領域から外周側領域まで
の各領域毎に任意に異ならせることもできる。この場合、長さＬ１４が長いほどＰＥＳに
基づく検出可能帯域が拡がるため、例えば、磁気ディスク１０Ａにおける内周側において
検出可能帯域が狭いことに起因して正確なトラッキングサーボ制御が困難となるおそれが
ある場合には、磁気ディスク１０Ａにおける外周側から内周側に向けて長さＬ１４を徐々
に長くする構成を採用することができる。なお、前述したアクチュエータ３ｂ（一例とし
て、ＶＣＭ（Voice Coil Motor））は、記録データの正確な記録再生を実行するために、
一般的には、そのトラッキング精度（機械精度）がトラックピッチＴｐの５％以下となる
ように設計されている。言い換えれば、アクチュエータ３ｂによって駆動される磁気ヘッ
ド３は、記録データの記録再生時にトラックピッチＴｐの５％程度を上限とする所定の範
囲内で磁気ディスク１０Ａの半径方向で常に微動している。したがって、ＰＥＳに基づく
磁気ヘッド３の位置検出についての検出可能帯域を確実に拡げるためには、上記のバース
トパターンＢＰ１ａ，ＢＰ２ａにおける長さＬ１４（バーストパターンを構成する２種類
のバースト信号単位部の半径方向における離間量）をトラックピッチＴｐの５％以上の長
さとするのが好ましい。
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【手続補正２８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３８】
　また、この磁気ディスク１０Ａでは、「Ｍ」および「Ｎ」の双方が上記のように「２」
となるように形成されている。したがって、条件式「（Ｍ＋１）・Ｔｐ／Ｎ－ＢＷ≦Ｗｒ
≦（Ｍ－１）・Ｔｐ／Ｎ＋ＢＷ」に「Ｍ＝２」および「Ｎ＝２」を当て嵌めると、磁気ヘ
ッド３における再生用素子Ｒａの幅Ｗｒが、「トラックピッチＴｐに対する３／２の長さ
－長さＬ１１」である幅Ｗｒ１ａ（図５参照）以上であって、「トラックピッチＴｐに対
する１／２の長さ＋長さＬ１１」である幅Ｗｒ２ａ（図５参照）以下の範囲内である限り
、磁気ディスク１０Ａが上記の条件式を満たすこととなる。以下、本明細書では、一例と
して、磁気ヘッド３における再生用素子Ｒａの幅Ｗｒが「トラックピッチＴｐに対する３
／２の長さ－長さＬ１１」であるものとして説明する。なお、この磁気ディスク１０Ａを
用いる際の磁気ヘッド３における再生用素子Ｒａの幅（最小の幅Ｗｒ１ａおよび最大の幅
Ｗｒ２ａ）については、後に詳細に説明する。
【手続補正２９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４０】
　上記の磁気ディスク１０Ａの製造に際しては、図６に示す中間体２０と図７に示すスタ
ンパー３０とを使用する。この場合、図６に示すように、中間体２０は、軟磁性層１２、
中間層１３、および磁性層１４がガラス基材１１の上にこの順で形成されると共に、磁性
層１４の上にマスク層１７と、厚み８０ｎｍ程度の樹脂層（レジスト層）１８とが形成さ
れて構成されている。一方、スタンパー３０は、磁気記録媒体製造用のスタンパーの一例
であって、図７に示すように、磁気ディスク１０Ａにおける凹凸パターン４０（データト
ラックパターン４０ｔおよびサーボパターン４０ｓａ）を形成するための凹凸パターン４
１を形成可能な凹凸パターン３９が形成されて、インプリント法による磁気ディスク１０
Ａの製造が可能に構成されている。この場合、スタンパー３０の凹凸パターン３９は、凸
部３９ａ，３９ａ・・が磁気ディスク１０Ａの凹凸パターン４０における凹部４０ｂ，４
０ｂ・・（非記録領域）に対応し、凹部３９ｂ，３９ｂ・・が凹凸パターン４０における
凸部４０ａ，４０ａ・・（記録領域）に対応して形成されている。なお、スタンパー３０
については公知の各種製造方法によって製造することができるため、このスタンパー３０
の製造方法についての詳細な説明を省略する。
【手続補正３０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４７】
　また、この磁気ディスク１０Ａでは、前述したように、磁気ヘッド３の幅Ｗｒと、デー
タトラックパターン４０ｔにおける凸部４０ａの半径方向に沿った形成ピッチ（トラック
ピッチＴｐ）と、第１バースト領域Ａｂ１ａ～第４バースト領域Ａｂ４ａに形成された凹
部４０ｂの半径方向に沿った長さＬ１１（「ＢＷ」）とが、「（Ｍ＋１）・Ｔｐ／Ｎ－Ｂ
Ｗ≦Ｗｒ≦（Ｍ－１）・Ｔｐ／Ｎ＋ＢＷ」の条件式を満たす関係となるようにデータトラ
ックパターン４０ｔおよびサーボパターン４０ｓａが形成されている。したがって、この
磁気ディスク１０Ａでは、データトラックパターン４０ｔおよびサーボパターン４０ｓａ
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における各部の長さによって再生用素子Ｒａの幅Ｗｒが一義的に規定されることなく、再
生用素子Ｒａの幅Ｗｒを比較的自由に規定することが可能となっている。言い換えれば、
従来の磁気ディスク１０ｘ１とは異なり、磁気ヘッド３における再生用素子Ｒａの幅Ｗｒ
によって一義的に規定されることなく、データトラックパターン４０ｔおよびサーボパタ
ーン４０ｓａにおける各部の長さを規定することが可能となっている。
【手続補正３１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４８】
　具体的には、図１５に示すように、この磁気ディスク１０Ａでは、第１バースト領域Ａ
ｂ１ａに形成された凹部４０ｂの半径方向に沿った形成ピッチである長さＬ１２が、トラ
ックピッチＴｐの２倍の長さ（「（Ｍ／Ｎ）・Ｔｐ・２」）となっている。この場合、上
記の長さＬ１２は、前述した長さＬ１０（所定範囲の半径方向に沿った長さ）と等しい長
さとなっている。このため、この磁気ディスク１０Ａでは、バーストパターンＢＰ１ａ，
ＢＰ２ａ・・の半径方向における中心Ｃ１ａ，Ｃ２ａ・・が長さＬ１２の範囲内にトラッ
クピッチＴｐに対する１／２の長さ間隔で（「（１／Ｎ）・トラックピッチ」の間隔で）
４個（「（２・Ｍ）個」）だけ存在することとなる。具体的には、第１バースト領域Ａｂ
１ａ～第４バースト領域Ａｂ４ａ内の各凹部４０ｂ，４０ｂ・・（バースト信号単位部）
は、その半径方向の両端側にバーストパターンＢＰ１ａ，ＢＰ２ａ・・の中心Ｃ１ａ，Ｃ
２ａ・・が存在するように形成されている。したがって、例えば第１バースト領域Ａｂ１
ａにおいては、凹部４０ｂの半径方向に沿った形成ピッチである上記の長さＬ１２の範囲
内に２つのバーストパターンＢＰ１ａ，ＢＰ１ａの半径方向における中心Ｃ１ａ，Ｃ１ａ
が存在する。また、長さＬ１２の範囲内には、２組（Ｍ組）のバーストパターンＢＰ１ａ
，ＢＰ２ａの半径方向における中心Ｃ１ａ，Ｃ２ａ、すなわち、４個（「（２・Ｍ）個」
）の中心Ｃ１ａ，Ｃ２ａ・・が存在する。
【手続補正３２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５０】
　この場合、トラッキングサーボ制御すべき範囲（長さＬ１６）の一方の端部である位置
Ｐ５に再生用素子Ｒａが位置している状態（再生用素子Ｒａにおける幅方向の中心が位置
Ｐ５に重なる状態）において、再生用素子Ｒａの幅Ｗｒが同図に示す幅Ｗｒ１ａよりも狭
いときには、再生用素子Ｒａの端部と、第１バースト領域Ａｂ１ａに形成された凹部４０
ｂの端部との間に半径方向（トラッキングサーボ制御方向）において隙間が生じる。この
隙間がすなわち不感帯となるため、再生用素子Ｒａの幅Ｗｒは、同図に示す幅Ｗｒ１ａ以
上である必要がある。この幅Ｗｒ１ａは、同図に示すように、長さＬ１４ａと長さＬ１６
ａとの和に対する２倍の長さとなっている。この場合、長さＬ１４ａは、上記の長さＬ１
４に対する１／２の長さで、長さＬ１６ａは、上記の長さＬ１６に対する１／２の長さ（
「Ｔｐ／（２・Ｎ）」）となっている。つまり、幅Ｗｒ１ａに対する１／２の長さは、ト
ラックピッチＴｐから長さＬ１１を差し引いた長さ（上記の長さＬ１４）に対する１／２
の長さ（長さＬ１４ａ：「（Ｍ／Ｎ）・Ｔｐ／２－ＢＷ／２」）と、トラックピッチＴｐ
に対する１／２の長さ（上記の長さＬ１６）に対する１／２の長さ（長さＬ１６ａ：「Ｔ
ｐ／（２・Ｎ）」）との和、すなわち、トラックピッチＴｐに対する３／４の長さから長
さＬ１１に対する１／２の長さを差し引いた長さとなる。したがって、幅Ｗｒ１ａは、ト
ラックピッチＴｐに対する３／２の長さ（「（Ｍ＋１）・Ｔｐ／Ｎ」）から長さＬ１１（
ＢＷ）を差し引いた長さとなり、この長さは、前述した条件式中の「（Ｍ＋１）・Ｔｐ／
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Ｎ－ＢＷ」と一致する。
【手続補正３３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５１】
　一方、トラッキングサーボ制御すべき範囲（長さＬ１６）の他方の端部である位置Ｐ６
に再生用素子Ｒａが位置している状態（再生用素子Ｒａにおける幅方向の中心が位置Ｐ６
に重なる状態）において、再生用素子Ｒａの幅Ｗｒが同図に示す幅Ｗｒ２ａよりも広いと
きには、再生用素子Ｒａの端部が、第１バースト領域Ａｂ１ａに形成された凹部４０ｂの
端部から半径方向（トラッキングサーボ制御方向）にはみ出した状態となる。このはみ出
し量がすなわち不感帯となるため、再生用素子Ｒａの幅Ｗｒは、同図に示す幅Ｗｒ２ａ以
下である必要がある。この幅Ｗｒ２ａは、上記の長さＬ１１から長さＬ１７を差し引いた
長さに対する２倍の長さとなっている。この場合、長さＬ１７は、上記の長さＬ１６ａか
ら長さＬ１４ａを差し引いた長さ、すなわち、トラックピッチＴｐに対する１／２の長さ
である長さＬ１６に対する１／２の長さ（「Ｔｐ／（２・Ｎ）」）から、トラックピッチ
Ｔｐから長さＬ１１を差し引いた長さに対する１／２の長さ（「（Ｔｐ－ＢＷ）・（Ｍ／
Ｎ）・（１／２）」）を差し引いた長さとなっている。つまり、幅Ｗｒ２ａに対する１／
２の長さは、上記の長さＬ１１から、トラックピッチＴｐに対する１／４の長さ（「Ｔｐ
／（２・Ｎ）」）を差し引いた長さと、上記の長さＬ１４ａとの和の長さ（「ＢＷ－Ｔｐ
／（２・Ｎ）＋（Ｍ／Ｎ）・Ｔｐ／２－ＢＷ／２」＝「（Ｍ－１）・Ｔｐ／（２・Ｎ）＋
ＢＷ／２」）となる。したがって、幅Ｗｒ２ａは、トラックピッチＴｐに対する１／２の
長さ（「（Ｍ－１）・Ｔｐ／Ｎ」）と、上記の長さＬ１１（ＢＷ）と和の長さとなり、こ
の長さは、前述した条件式中の「（Ｍ－１）・Ｔｐ／Ｎ＋ＢＷ」と一致する。
【手続補正３４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５３】
　この場合、上記の「Ｎ」を「自然数ではない値」としたときには、各データ記録トラッ
クのトラック中心と、各バーストパターンによって得られるＰＥＳの値が「０」となる位
置（各バーストパターンにおける半径方向の各中心の位置）との半径方向における位置関
係が各データ記録トラック毎に相違することとなる。この結果、例えば、磁気ヘッド（再
生用素子）がトラック中心に位置しているときのＰＥＳの値が各データ記録トラック毎に
相違することとなり、ＰＥＳの値に基づいて所望のデータ記録トラックにおけるトラック
中心に再生用素子を位置させる処理が煩雑となる。これに対して、上記の「Ｎ」を「自然
数」とした場合には、各データ記録トラックのトラック中心と、ＰＥＳの値が「０」とな
る位置との半径方向における位置関係がすべてのデータ記録トラックにおいて一致する。
これにより、例えば、磁気ヘッド（再生用素子）がトラック中心に位置しているときのＰ
ＥＳの値がすべてのデータ記録トラックにおいて等しい値となるため、いずれのデータ記
録トラックに対しても、ＰＥＳの値に基づいてそのトラック中心に再生用素子を位置させ
る処理を容易に実行することが可能となる。また、上記の磁気ディスク１０Ａのように、
各バーストパターンＢＰ１ａ，ＢＰ１ａ・・の半径方向に沿った中心Ｃ１ａ，Ｃ１ａ・・
とトラック中心とを一致させることにより、ＰＥＳの値が「０」のときに再生用素子Ｒａ
がトラック中心に位置していると特定することが可能となる。これにより、煩雑な処理を
不要としつつ、再生用素子Ｒａを容易にトラック中心に位置させることが可能となってい
る。
【手続補正３５】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５５】
　また、この磁気ディスク１０Ａを搭載したハードディスクドライブ１によれば、「（Ｍ
＋１）・Ｔｐ／Ｎ－ＢＷ≦Ｗｒ≦（Ｍ－１）・Ｔｐ／Ｎ＋ＢＷ」の条件を満たすように磁
気ディスク１０ＡのバーストパターンＢＰ１ａ，ＢＰ２ａを形成したことにより、上記の
条件に当て嵌まる幅Ｗｒの再生用素子Ｒａを有する磁気ヘッド３を使用することでバース
トパターンについての不感帯を生じさせることなく、ＰＥＳに基づく磁気ヘッド３（再生
用素子Ｒａ）の位置検出についての検出可能帯域を十分に拡げることができ、正確なトラ
ッキングサーボ制御の実行を可能とすることができる。この場合、従来の磁気ディスク１
０ｘ１とは異なり、再生用素子Ｒａの幅によってトラックピッチＴｐやバースト信号単位
部（凹部４０ｂ）の半径方向に沿った長さＬ１１が一義的に規定されることがないため、
データトラックパターンおよびサーボパターンについての設計の自由度を高めることがで
きる。これにより、トラック密度の向上や、サイドリード現象の回避等の目的に応じてト
ラックピッチＴｐやバースト信号単位部（凹部４０ｂ）の半径方向に沿った長さＬ１１を
適宜変更することができる。また、従来の磁気ディスク１０ｘ２とは異なり、再生用素子
Ｒａの幅ＷｒをトラックピッチＴｐよりも広くする必要がないため、サイドリード現象の
発生を十分に抑制することができる。これにより、高密度記録が可能で、しかも、再生エ
ラーが生じ難い磁気ディスク１０Ａを搭載したハードディスクドライブ１を提供すること
ができる。
【手続補正３６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５７】
　次に、磁気記録媒体の他の一例である磁気ディスク１０Ｂをハードディスクドライブ１
に搭載した例について、図面を参照して説明する。なお、前述した磁気ディスク１０Ａと
共通の構成要素については、共通の符号を付して重複した説明を省略する。
【手続補正３７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５９】
　また、図１７に示すように、バーストパターン領域Ａｂｂには、Ｍ組のバーストパター
ンに相当する２組のバーストパターンＢＰ１ｂ，ＢＰ２ｂが形成されている（「Ｍ＝２」
の例）。具体的には、第１バースト領域Ａｂ１ｂに形成された凹凸パターン４０と、第２
バースト領域Ａｂ２ｂに形成された凹凸パターン４０とによってＭ組のバーストパターン
のうちの１つに相当するバーストパターンＢＰ１ｂが構成されると共に、第３バースト領
域Ａｂ３ｂに形成された凹凸パターン４０と、第４バースト領域Ａｂ４ｂに形成された凹
凸パターン４０とによってＭ組のバーストパターンのうちの他の１つに相当するバースト
パターンＢＰ２ｂが構成されている。また、バーストパターン領域Ａｂｂに形成された各
凸部４０ａ，４０ａ・・は、バースト信号単位部に相当し、磁気ディスク１０Ｂの半径方
向（同図における左右方向）に沿った長さＬ２１（「ＢＷ」）が互いに等しくなるように
形成されている。なお、同図では、理解を容易とするために、第１バースト領域Ａｂ１ｂ
～第４バースト領域Ａｂ４ｂの各バースト領域毎に、回転方向に沿って３つの凸部４０ａ
を並べて図示しているが、実際には、各バースト領域毎に、１０～３０個の凸部４０ａ，
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４０ａ・・が回転方向に沿って並んで形成されている。なお、各バースト領域中に形成す
るパターンについては、回転方向に沿って複数のバースト信号単位部を並べたパターンに
限定されず、各バースト領域毎に回転方向に沿って単一のバースト信号単位部（凸部４０
ａ）を形成してバーストパターンを構成することもできる。
【手続補正３８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６１】
　また、図１７に示すように、この磁気ディスク１０Ｂでは、中心Ｏからバースト信号単
位部（凸部４０ａ）までの距離（一例として、中心Ｏとバースト信号単位部の半径方向に
おける中心との間の距離）が第１バースト領域Ａｂ１ｂ～第４バースト領域Ａｂ４ｂの各
バースト領域毎に互いに相違するように凹凸パターン４０がバーストパターン領域Ａｂｂ
に形成されてバーストパターンＢＰ１ｂ，ＢＰ２ｂが形成されている。この場合、バース
トパターンＢＰ１ｂについては、第１バースト領域Ａｂ１ｂおよび第２バースト領域Ａｂ
２ｂに形成された凸部４０ａ，４０ａ・・が２種類のバースト信号単位部に相当し、バー
ストパターンＢＰ２ｂについては、第３バースト領域Ａｂ３ｂおよび第４バースト領域Ａ
ｂ４ｂに形成された凸部４０ａ，４０ａ・・が２種類のバースト信号単位部に相当する。
さらに、この磁気ディスク１０Ｂでは、第１バースト領域Ａｂ１ｂ～第４バースト領域Ａ
ｂ４ｂの各バースト領域内における凸部４０ａ，４０ａ・・の半径方向に沿った形成ピッ
チ（各バースト領域内における凸部４０ａ，４０ａ・・の半径方向における各中心の間の
距離と等しい長さ：同図に示す長さＬ２２）が互いに等しくなるように凹凸パターン４０
がバーストパターン領域Ａｂｂに形成されている。この場合、この磁気ディスク１０Ｂで
は、上記の長さＬ２２がトラックピッチＴｐに対する２倍の長さ（「（２・Ｍ／Ｎ）・ト
ラックピッチ」において「Ｎ＝２」）となっている。
【手続補正３９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６３】
　また、バーストパターンＢＰ１ｂ，ＢＰ１ｂ・・は、第１バースト領域Ａｂ１ｂに形成
された凸部４０ａと、第２バースト領域Ａｂ２ｂに形成された凸部４０ａとが回転方向に
おいて凹部４０ｂを介して互いに離間するように形成されている（一方のバースト信号単
位部と他方のバースト信号単位部とが回転方向において重ならないように形成されている
）。さらに、バーストパターンＢＰ１ｂ，ＢＰ１ｂ・・は、第１バースト領域Ａｂ１ｂに
形成された凸部４０ａの半径方向における中心と、第２バースト領域Ａｂ２ｂに形成され
た凸部４０ａの半径方向における中心とがトラックピッチＴｐ（本発明における「（Ｍ／
Ｎ）・トラックピッチ」）と等しい長さＬ２３だけ半径方向において離間している。また
、バーストパターンＢＰ１ｂ，ＢＰ１ｂ・・は、第１バースト領域Ａｂ１ｂに形成された
凸部４０ａおよび第２バースト領域Ａｂ２ｂに形成された凸部４０ａのそれぞれの半径方
向側における両端部のうちの対向する端部を含む端部領域同士がトラックピッチＴｐ（「
（Ｍ／Ｎ）・トラックピッチ」）よりも狭い長さＬ２４だけ半径方向において重なり合う
ように凹凸パターン４０が形成されている。この場合、磁気記録媒体における内周側領域
から外周側領域までの全域において第１バースト領域Ａｂ１ｂの凸部４０ａにおける端部
領域と第２バースト領域Ａｂ２ｂの凸部４０ａにおける端部領域とを半径方向において長
さＬ２４だけ重ね合わせる必要はなく、任意の領域のみ両凸部４０ａ，４０ａの端部領域
同士を半径方向において重ね合わせる構成を採用することができる。また、上記の長さＬ
２４を内周側領域から外周側領域まで同一の長さに規定せずに、内周側領域から外周側領



(15) JP 2008-152921 A5 2009.4.9

域までの各領域毎に任意に異ならせることもできる。この場合、長さＬ２４が長いほどＰ
ＥＳに基づく検出可能帯域が拡がるため、例えば、磁気ディスク１０Ｂにおける内周側に
おいて検出可能帯域が狭いことに起因して正確なトラッキングサーボ制御が困難となるお
それがある場合には、磁気ディスク１０Ｂにおける外周側から内周側に向けて長さＬ２４
を徐々に長くする構成を採用することができる。
【手続補正４０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６４】
　また、バーストパターンＢＰ２ｂ，ＢＰ２ｂ・・は、第３バースト領域Ａｂ３ｂに形成
された凸部４０ａと、第４バースト領域Ａｂ４ｂに形成された凸部４０ａとが回転方向に
おいて凹部４０ｂを介して互いに離間するように形成されている（一方のバースト信号単
位部と他方のバースト信号単位部とが回転方向において重ならないように形成されている
）。さらに、バーストパターンＢＰ２ｂ，ＢＰ２ｂ・・は、第３バースト領域Ａｂ３ｂに
形成された凸部４０ａの半径方向における中心と、第４バースト領域Ａｂ４ｂに形成され
た凸部４０ａの半径方向における中心とがトラックピッチＴｐ（本発明における「（Ｍ／
Ｎ）・トラックピッチ」）と等しい長さＬ２３だけ半径方向において離間している。また
、バーストパターンＢＰ２ｂ，ＢＰ２ｂ・・は、第３バースト領域Ａｂ３ｂに形成された
凸部４０ａおよび第４バースト領域Ａｂ４ｂに形成された凸部４０ａのそれぞれの半径方
向側における両端部のうちの対向する端部を含む端部領域同士がトラックピッチＴｐ（「
（Ｍ／Ｎ）・トラックピッチ」）よりも狭い長さＬ２４だけ半径方向において重なり合う
ように凹凸パターン４０が形成されている。
【手続補正４１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６５】
　この場合、磁気記録媒体における内周側領域から外周側領域までの全域において第３バ
ースト領域Ａｂ３ｂの凸部４０ａにおける端部領域と第４バースト領域Ａｂ４ｂの凸部４
０ａにおける端部領域とを半径方向において長さＬ２４だけ重ね合わせる必要はなく、任
意の領域のみ両凸部４０ａ，４０ａの端部領域同士を半径方向において重ね合わせる構成
を採用することができる。また、上記の長さＬ２４を内周側領域から外周側領域まで同一
の長さに規定せずに、内周側領域から外周側領域までの各領域毎に任意に異ならせること
もできる。この場合、長さＬ２４が長いほどＰＥＳに基づく検出可能帯域が拡がるため、
例えば、磁気ディスク１０Ｂにおける内周側において検出可能帯域が狭いことに起因して
正確なトラッキングサーボ制御が困難となるおそれがある場合には、磁気ディスク１０Ｂ
における外周側から内周側に向けて長さＬ２４を徐々に長くする構成を採用することがで
きる。なお、前述したアクチュエータ３ｂ（一例として、ＶＣＭ）は、記録データの正確
な記録再生を実行するために、一般的には、そのトラッキング精度（機械精度）がトラッ
クピッチＴｐの５％以下となるように設計されている。言い換えれば、アクチュエータ３
ｂによって駆動される磁気ヘッド３は、記録データの記録再生時にトラックピッチＴｐの
５％程度を上限とする所定の範囲内で磁気ディスク１０Ｂの半径方向で常に微動している
。したがって、ＰＥＳに基づく磁気ヘッド３の位置検出についての検出可能帯域を確実に
拡げるためには、上記のバーストパターンＢＰ１ｂ，ＢＰ２ｂにおける長さＬ２４（バー
ストパターンを構成する２種類のバースト信号単位部の半径方向における重なり量）をト
ラックピッチＴｐの５％以上の長さとするのが好ましい。
【手続補正４２】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６６】
　また、この磁気ディスク１０Ｂでは、本発明における「Ｍ」および「Ｎ」の双方が上記
のように「２」となるように形成されている。したがって、本発明における磁気記録媒体
が満たすべき条件式「（１－Ｍ）・Ｔｐ／Ｎ＋ＢＷ≦Ｗｒ≦（３・Ｍ－１）・Ｔｐ／Ｎ－
ＢＷ」に「Ｍ＝２」および「Ｎ＝２」を当て嵌めると、磁気ヘッド３における再生用素子
Ｒｂの幅Ｗｒが、「長さＬ２１からトラックピッチＴｐに対する１／２の長さを差し引い
た長さ」である幅Ｗｒ１ｂ（図１７参照）以上であって、「トラックピッチＴｐに対する
５／２の長さから長さＬ２１を差し引いた長さ」である幅Ｗｒ２ｂ（図１７参照）以下の
範囲内であれば、磁気ディスク１０Ｂが上記の条件式を満たすこととなる。以下、本明細
書では、一例として、磁気ヘッド３における再生用素子Ｒｂの幅Ｗｒが「長さＬ２１－１
／２・トラックピッチＴｐ」であるものとして説明する。なお、この磁気ディスク１０Ｂ
を用いる際の磁気ヘッド３における再生用素子Ｒｂの幅（最小の幅Ｗｒ１ｂおよび最大の
幅Ｗｒ２ｂ）については、後に詳細に説明する。
【手続補正４３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６７】
　この磁気ディスク１０Ｂの製造に際しては、前述した磁気ディスク１０Ａの製造時と同
様にして、図６に示す中間体２０と図７に示すスタンパー３０とを使用する。この場合、
この磁気ディスク１０Ｂを製造するためのスタンパー３０は、磁気記録媒体製造用のスタ
ンパーの一例であって、磁気ディスク１０Ｂにおける凹凸パターン４０（データトラック
パターン４０ｔおよびサーボパターン４０ｓｂ）を形成するための凹凸パターン４１を形
成可能な凹凸パターン３９が形成されて、インプリント法による磁気ディスク１０Ｂの製
造が可能に構成されている。この場合、スタンパー３０の凹凸パターン３９は、凸部３９
ａ，３９ａ・・が磁気ディスク１０Ｂの凹凸パターン４０における凹部４０ｂ，４０ｂ・
・（非記録領域）に対応し、凹部３９ｂ，３９ｂ・・が凹凸パターン４０における凸部４
０ａ，４０ａ・・（記録領域）に対応して形成されている。なお、このスタンパーを用い
たインプリント方による磁気ディスク１０Ｂの製造方法については、前述した磁気ディス
ク１０Ａの製造方法と同様であるため、詳細な説明を省略する。
【手続補正４４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７１】
　また、この磁気ディスク１０Ｂでは、前述したように、磁気ヘッド３の幅Ｗｒと、デー
タトラックパターン４０ｔにおける凸部４０ａの半径方向に沿った形成ピッチ（トラック
ピッチＴｐ）と、第１バースト領域Ａｂ１ｂ～第４バースト領域Ａｂ４ｂに形成された凸
部４０ａの半径方向に沿った長さＬ２１（「ＢＷ」）とが、「（１－Ｍ）・Ｔｐ／Ｎ＋Ｂ
Ｗ≦Ｗｒ≦（３・Ｍ－１）・Ｔｐ／Ｎ－ＢＷ」の条件式を満たす関係となるようにデータ
トラックパターン４０ｔおよびサーボパターン４０ｓｂが形成されている。したがって、
この磁気ディスク１０Ｂでは、データトラックパターン４０ｔおよびサーボパターン４０
ｓｂにおける各部の長さによって再生用素子Ｒｂの幅Ｗｒが一義的に規定されることなく
、再生用素子Ｒｂの幅Ｗｒを比較的自由に規定することが可能となっている。言い換えれ
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ば、従来の磁気ディスク１０ｘ１とは異なり、磁気ヘッド３における再生用素子Ｒｂの幅
Ｗｒによって一義的に規定されることなく、データトラックパターン４０ｔおよびサーボ
パターン４０ｓｂにおける各部の長さを規定することが可能となっている。
【手続補正４５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７２】
　具体的には、図１９に示すように、この磁気ディスク１０Ｂでは、第１バースト領域Ａ
ｂ１ｂに形成された凸部４０ａの半径方向に沿った形成ピッチである長さＬ２２が、トラ
ックピッチＴｐの２倍の長さ（「（Ｍ／Ｎ）・Ｔｐ・２」）となっている。この場合、上
記の長さＬ２２は、前述した長さＬ２０（所定範囲の半径方向に沿った長さ）と等しい長
さとなっている。このため、この磁気ディスク１０Ｂでは、バーストパターンＢＰ１ｂ，
ＢＰ２ｂ・・の半径方向における中心Ｃ１ｂ，Ｃ２ｂ・・が長さＬ２２の範囲内にトラッ
クピッチＴｐに対する１／２の長さ間隔で（「（１／Ｎ）・トラックピッチ」の間隔で）
４個（「（２・Ｍ）個」）だけ存在することとなる。具体的には、第１バースト領域Ａｂ
１ｂ～第４バースト領域Ａｂ４ｂ内の各凸部４０ａ，４０ａ・・（バースト信号単位部）
は、その半径方向の両端側にバーストパターンＢＰ１ｂ，ＢＰ２ｂ・・の中心Ｃ１ｂ，Ｃ
２ｂ・・が存在するように形成されている。したがって、例えば第１バースト領域Ａｂ１
ｂにおいては、凸部４０ａの半径方向に沿った形成ピッチである上記の長さＬ２２の範囲
内に２つのバーストパターンＢＰ１ｂ，ＢＰ１ｂの半径方向における中心Ｃ１ｂ，Ｃ１ｂ
が存在する。また、長さＬ２２の範囲内には、２組（Ｍ組）のバーストパターンＢＰ１ｂ
，ＢＰ２ｂの半径方向における中心Ｃ１ｂ，Ｃ２ｂ、すなわち、４個（「（２・Ｍ）個」
）の中心Ｃ１ｂ，Ｃ２ｂ・・が存在する。
【手続補正４６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７９】
　また、この磁気ディスク１０Ｂを搭載したハードディスクドライブ１によれば、本発明
における磁気記録媒体が満たすべき「（１－Ｍ）・Ｔｐ／Ｎ＋ＢＷ≦Ｗｒ≦（３・Ｍ－１
）・Ｔｐ／Ｎ－ＢＷ」の条件を満たすように磁気ディスク１０ＢのバーストパターンＢＰ
１ｂ，ＢＰ２ｂを形成したことにより、上記の条件に当て嵌まる幅Ｗｒの再生用素子Ｒｂ
を有する磁気ヘッド３を使用することでバーストパターンについての不感帯を生じさせる
ことなく、ＰＥＳに基づく磁気ヘッド３（再生用素子Ｒｂ）の位置検出についての検出可
能帯域を十分に拡げることができ、正確なトラッキングサーボ制御の実行を可能とするこ
とができる。この場合、従来の磁気ディスク１０ｘ１とは異なり、再生用素子Ｒｂの幅に
よってトラックピッチＴｐやバースト信号単位部（凸部４０ａ）の半径方向に沿った長さ
Ｌ２１が一義的に規定されることがないため、データトラックパターンおよびサーボパタ
ーンについての設計の自由度を高めることができる。これにより、トラック密度の向上や
、サイドリード現象の回避等の目的に応じてトラックピッチＴｐやバースト信号単位部（
凸部４０ａ）の半径方向に沿った長さＬ２１を適宜変更することができる。また、従来の
磁気ディスク１０ｘ２とは異なり、再生用素子Ｒｂの幅ＷｒをトラックピッチＴｐよりも
広くする必要がないため、サイドリード現象の発生を十分に抑制することができる。これ
により、高密度記録が可能で、しかも、再生エラーが生じ難い磁気ディスク１０Ｂを搭載
したハードディスクドライブ１を提供することができる。
【手続補正４７】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００８１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８１】
　なお、上記の磁気ディスク１０Ａでは、Ｍ組のバーストパターンとしての２組のバース
トパターンＢＰ１ａ，ＢＰ２ａが形成され、磁気ディスク１０Ｂでは、２組のバーストパ
ターンＢＰ１ｂ，ＢＰ２ｂが形成されているが、Ｍの値は「２」に限定されず、３以上で
あってもよい。同様にして、本発明における各バーストパターンの半径方向における中心
間距離（中心が存在する間隔）を規定する「（１／Ｎ）・トラックピッチ」における「Ｎ
」については、「３」以上の任意の自然数を選択することができる。また、上記の磁気デ
ィスク１０Ａ，１０Ｂでは、一方のバースト信号単位部と他方のバースト信号単位部とが
回転方向において離間するようにバーストパターンが形成されているが、両バースト信号
単位部を回転方向において必ずしも離間させる必要はなく、両バースト信号単位部が回転
方向において接するように（回転方向において重ならないように形成した他の一例）バー
ストパターンを形成することができる。
【手続補正４８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８２】
　さらに、上記の磁気ディスク１０Ａ，１０Ｂでは、凹凸パターン４０における凸部４０
ａの突端部（磁気ディスク１０Ａ，１０Ｂの表面側）から基端部までの全体が磁性層１４
（磁性材料）で形成されているが、本発明におけるパターンを構成する記録領域および非
記録領域の構成はこれに限定されない。具体的には、例えば、図２０に示す磁気ディスク
１０Ｃのように、ガラス基材１１に形成した凹凸パターン（凹凸パターン４０と凹凸の位
置関係が同様の凹凸パターン）を覆うようにして薄厚の磁性層１４を形成することにより
、その表面が磁性材料で形成された複数の凸部４０ａ（記録領域）と、底面が磁性材料で
形成された複数の凹部４０ｂ（非記録領域）とによって本発明におけるパターンに相当す
る凹凸パターン４０を構成することができる。また、図２１に示す磁気ディスク１０Ｄの
ように、凸部４０ａ（記録領域）だけではなく凹部４０ｂ（非記録領域）の底部を含めて
磁性層１４で形成して本発明におけるパターンに相当する凹凸パターン４０を構成するこ
ともできる。さらに、例えば凹凸パターン４０における凸部４０ａの突端部（磁気記録媒
体の表面側：同図における上端部）のみが磁性層１４で形成されて基端部側が非磁性材料
または軟磁性材料等で形成された凸部４０ａ，４０ａ・・（記録領域）を備えて本発明に
おけるパターンに相当する凹凸パターン４０を構成することができる（図示せず）。この
ように、本発明における磁気記録媒体の記録領域および非記録領域を凹凸パターンによっ
て形成するときには、記録領域を構成する凸部の少なくとも突端部を磁性材料で形成する
ことで、磁気的信号を読み出し可能に保持する能力を非記録領域よりも十分に高くするこ
とができる。
【手続補正４９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８３】
　また、スタンパー３０の凹凸パターン３９を中間体２０の樹脂層１８にインプリント法
によって転写して形成した凹凸パターン４１を用いて凹凸パターン４２を形成すると共に
、形成した凹凸パターン４２をマスクとして用いて磁性層１４をエッチング処理すること
で凸部４０ａ（記録領域）および凹部４０ｂ（非記録領域）を有する凹凸パターン４０を
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形成した磁気ディスク１０Ａ，１０Ｂについて説明したが、本発明における磁気記録媒体
の製造方法および構成はこれに限定されない。例えば、磁気的信号を読み出し可能に保持
する能力が低い各種の材料、または、その能力を実質的に有しない各種の材料（一例とし
て、非磁性材料）で形成した層に、上記の凹凸パターン４０とは凹凸位置関係を反転させ
た凹凸パターン（凸部が非磁性材料等で構成された凹凸パターン）を形成し、この凹凸パ
ターンの凹部内に磁気的信号を読み出し可能に保持する能力が高い各種の材料（一例とし
て、磁性材料）を埋め込むことで磁気記録媒体を構成することができる（図示せず）。こ
の場合、この製造方法に従って製造した磁気記録媒体では、非磁性材料等の層に形成され
た凹凸パターン（上記の磁気ディスク１０Ｂにおける凹凸パターン４０とは凹凸位置関係
を反転させた凹凸パターン）における凸部の形成領域が本発明における非記録領域に相当
し、その凹凸パターンにおける凹部の形成領域（磁性材料を埋め込んだ領域）が本発明に
おける記録領域に相当する。
【手続補正５０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８４】
　また、非磁性材料等の層に形成した凹凸パターンの凹部内に磁性材料を埋め込んだ磁気
記録媒体の製造に際して非磁性材料等の層に凹凸パターンを形成するときには、前述した
スタンパー３０の凹凸パターン３９とは凹凸位置関係を反転させた凹凸パターンを有する
スタンパー（図示せず）を用いることで、インプリント法によってマスクパターンを形成
すればよい。この場合、このスタンパー（前述した凹凸パターン３９とは凹凸位置関係を
反転させた凹凸パターンを有するスタンパー）は、磁気記録媒体製造用のスタンパーの他
の一例であって、記録領域（磁性材料を埋め込んだ領域）に対応して凸部が形成されると
共に、非記録領域（非磁性材料等の層に形成した凹凸パターンにおける凸部の形成領域）
に対応して凹部が形成されている。
【手続補正５１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８５】
　さらに、上記の磁気ディスク１０Ａ，１０Ｂでは、複数の同心円状、または、螺旋状の
凸部４０ａ（記録領域）を有する凹凸パターン４０によってデータ記録領域Ａｔにデータ
トラックパターン４０ｔが形成されているが、本発明はこれに限定されず、データトラッ
クパターンにおけるデータ記録トラックを構成する記録領域が磁気記録媒体の周方向にお
いて非記録領域を挟むようにして互いに分離させられているパターンド媒体に適用するこ
とができる。また、連続磁性層で構成されたデータ記録領域に各種記録データが磁気的に
書き込まれることでデータトラックパターンが形成される磁気記録媒体であって、サーボ
パターンが記録領域および非記録領域を有するパターン（例えば、上記の凹凸パターン４
０）によって形成された磁気記録媒体に適用することができる。さらに、基材上に形成し
た連続磁性層の磁気的特性をイオン照射等によって部分的に変化させることにより、本発
明における記録領域と非記録領域とを有するパターンを連続磁性層に形成して磁気記録媒
体を構成することができる（図示せず）。加えて、本発明における磁気記録媒体は、磁気
ディスク１０Ａ，１０Ｂのような垂直記録方式の磁気記録媒体に限定されず、面内記録方
式の磁気記録媒体にも適用することができる。
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